
事 務 連 絡

平成24年７月27日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

下記の通知について、別添のとおり訂正をするので、その取扱いに遺漏のな

いよう、周知徹底を図られたい。

・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（平成24

年３月５日保医発0305第１号）（別添）



別 添 

 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

（平成 24 年３月５日保医発 0305 第１号） 

 

別添１ 

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第 10 部 手術 

第１節 手術料 

第７款 胸部 

Ｋ５１４－２ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 

悪性びまん性胸膜中皮腫に対して、胸膜肺全摘を行った場合は、本区分の「３」により

算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、胸膜肺全摘を行った旨を記載する。 


